
原動機付自転車及び小型特殊自動車標識亡失等届出書 

 

 

令和  年  月  日 

大石田町長  様 

 

住 所                  

 

氏 名                  

 

 

大石田町税条例第 77条第 8項の規定により当該車両にかかる標識を（紛失・き損）

したので届出いたします。 

 また、（紛失・き損）したことを自認するとともに、今後、当該物件に関する一切の

責任を負うと共に、標識を発見した場合は直ちにそれを返却します。 

 

記 

 

車 種 

□ 原動機付自転車 

（５０ｃｃ以下・９０ｃｃ以下・１２５ｃｃ以下） 

□ 小型特殊車両 

（農耕用・その他） 

標 識 番 号 
 

理 由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


